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１　特許庁審査基準−進歩性判断における発
明の効果の参酌
特許庁の「特許・実用新案審査基準」（2024年５
月１日）「第Ⅲ部第２章第２節　進歩性」に、以下の
とおり記載されている。
「３．１．１　主引用発明に副引用発明を適用する動

機付け

主引用発明（A）に副引用発明（B）を適用した

とすれば、請求項に係る発明（A+B）に到達する場
合（注１）には、その適用を試みる動機付けがある
ことは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。
主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの
有無は、以下の（１）から（４）までの動機付け
となり得る観点を総合考慮して判断される。審査
官は、いずれか一つの観点に着目すれば、動機付
けがあるといえるか否かを常に判断できるわけで
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